
（資料２） 

武雄市ふるさと納税業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  武雄市ふるさと納税業務 

 

２ 業務目的 

  ふるさと納税制度の活用により、武雄市（以下「本市」という。）の取組を応援してい

ただける寄附者を広く募るとともに、本市やその特産品等のＰＲを通じ、地域の活性化

に寄与することを目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和２年３月３１日まで 

 

４ 前提条件 

 ⑴ 業務上必要なパソコン（システムを含む。）、プリンター、電話等の備品は受託者が

用意する。 

 ⑵ 寄附者等からの問合せ等への対応や関係者等との連絡調整は受託者が行う。 

 ⑶ 委託業務は本市（企画政策課）と連携して行うものとする。 

 

５ 業務内容 

⑴ 寄附の受付及び収納消込、その情報の管理に関すること 

 ⑵ 関係書類の発行、発送に関すること 

 ⑶ 寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税ワンストップ特例）に関すること 

 ⑷ 返礼品の発注に関すること 

 ⑸ 返礼品の購入及び配送に関すること 

 ⑹ 新たな返礼品の選定・商品開発に関すること 

 ⑺ 寄附者等からの問合せ、苦情等への対応に関すること 

 ⑻ 返礼品提供事業者等からの問合せ、苦情等への対応に関すること 

 ⑼ 本市との連絡調整・報告に関すること 

 ⑽ 寄附者へのアフターフォローに関すること 

 ⑾ クレジットカード決済の消込作業に関すること 

 ⑿ その他 

 

６ 報告及び検査 

  本市は、必要があると認めるときは、受託者に対して、委託業務の履行状況その他必



要な事項について、報告を求め、検査することができる。 

 

７ 個人情報等の保護 

受託者は、武雄市個人情報保護条例（平成 18年 3月 1日条例第 12号）その他関係法令

に基づき委託業務を履行するものとし、委託業務を通じて知り得た情報は、委託業務以

外の目的には利用しないこと。また、情報の漏洩、紛失、盗難、改ざんその他事故等か

ら保護するため、適切な管理を行わなければならない。また、委託業務完了後も同様と

する。 

 

８ 本市との協議 

 ⑴ 本仕様書に定めのない事項については、適宜本市と協議すること。 

 ⑵ 委託業務の履行において疑義が生じた事項については、本市と協議の上対応するこ

と。 

 

 


